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税法上の耐用年数について 
 

 
１． 耐用年数省令の沿革 

大正 7 年  大蔵省内規（固定資産減価償却歩合表） 

昭和 22 年  上記が法令化 

昭和 26 年  大改正 

昭和 28 年 昭和 26 年に調査の都合上改正が遅れた分を改正 

昭和 36 年 技術革新と経済の拡大の影響を織り込んだ改正 

昭和 39 年  機械装置を中心に全面改正・・・このとき土造りのものに

「自動車道」（40 年）が加えられた。 

その後も毎年のように改正は行われているが、大改正・全面改正で

はない。 

なお、昭和 60 年改正では、日本電信電話公社の民営化に伴い電

気通信事業用の構築物、機械装置について新設等 

 

２． 算定方法 

各業種ごとにモデル・プラント（標準的生産設備）を選定して、これに修

正を加えつつ、各設備についての耐用年数を積上げ計算によって算定

する方法。 

【共通事項】 

① 効用持続年数（通常考えられる維持補修を加える場合を前提） 

② 一般的な陳腐化を織り込む（わが国企業設備の後進性等を考慮） 

③ 将来の特別な陳腐化、不適応等の発生は考慮しない。 

④ だだし、陳腐化、不適応を織り込む場合がある。（新規産業の設備で

陳腐化、不適応による早急な更新、廃棄の傾向が顕著なもの、また

は、陳腐化による相当規模の設備更新が確実なもの） 

⑤ 現況を基準とする技術及び素材の材質等によって定める。 

⑥ 普通の場所、作業条件で使用されている場合等を前提としている。 

⑦ 物の寿命と所得の適正把握の目的・・・資産別の算定方式 

⑧ 機械設備における総合償却年数（作業区分ごとの平均年数を算出し

たうえで、設備全体の総合償却年数を算出） 

※昭和39年改正・・・従来のモデル・プラントを前提に割合的に修正する

考え方を採用。これに、国際競争力の強化を重点に置くための要請そ

の他政策的要請を加味している。 
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３．現状の税務上の耐用年数表（構築物）について 

（１） 用途別の区分と構造別の区分の両方が設けられており、さらに

品目等に応じて細目が定められている。 

まず、構築物を用途別に区分し、その用途別の「構造又は用途」

が特掲されていない場合には、構造別の「構造又は用途」により

区分する。 

 

（２） 用途別と構造別の耐用年数 

主要な構築物について用途別・構造別の耐用年数を比較してみ

ると次のようなことが見受けられる。 

 

・ 土工設備・・・鉄道業用の土工設備と鉄道業用外（一般の工場

構内の鉄道施設用のもの）の土工設備では規格等が違い工場

等で使用する場合の方が簡易なため耐用年数が短くなってい

るのではないか。 

・ 橋りょう・トンネル・・・鉄道業用と鉄道業用外とでは同じ耐用年

数となっている。鉄道業用も鉄道業用外も走る鉄道車両の負

荷等は同じと考えているのではないか。しかし、鉄道用のもの

に比べ構造別の方が概ね長くなっている。これは、鉄道車両と

他のもの（人、自動車）での負荷等が違うと考えているのでは

ないか。 

・ 鉄塔、鉄柱、鉄筋コンクリート柱などについても鉄道業用と電

気業のものでは耐用年数が異なっている。 

・ その業種・用途特有のものについては、使用条件等を勘案し

て耐用年数を算定していると思われる。 

 

「構築物の構造体の差異によって耐用年数を定めることは当然であ

るが、例えば、同じ鉄筋コンクリート造の構築物であっても、その用途

によって、建設の当初からコンクリートの厚さ等の違い、又はその構

築物に作用される物体の影響によって耐用年数が異なり、さらに特

殊なものについては用途別に耐用年数を定めている。」（「改正耐用

年数と減価償却」大蔵省主税局 市丸吉左ェ門・稲村香一郎共著） 

 

 

 
















